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問題設定――「被害・生存者なき時代」を控えて   

 みなさん、こんにちは。このような貴重な時間を与えていただいて非常に嬉しく思います。

今日お話ししたい内容は、明石書店から出された『日韓関係のあるべき姿――垂直関係から水

平関係へ』の中で私の書いた内容をご紹介するものです。実は 1 カ月ほど前に、この出版のプ

ロジェクトを立ち上げた横浜市立大学で、横浜総領事館の支援を受けて行われた会議があり、

そこで簡単に内容を紹介したことはあります。しかしその際は時間もあまりなかったため十分

に質疑応答や議論ができず、もったいなく感じました。そこでもう一度日本の方々に私の考え

をお伝えし、それに対する批判を含めて反応を聞きたい、そして議論をしてみたい、そういう

気持ちです。今日はじっくり時間を与えていただけるということですので、もう一度この内容

をお話ししてみたいと思い、こうしたテーマを設定いたしました。    

   最初に提案されたテーマは、韓国の尹錫悦政権の対日外交政策と、日韓関係の現状につい

てということでした。政権が発足した当初、いくつかの対日外交政策が示され、その内容が少

し見えたことはありましたが、それ以後具体的な進展はあまり見えないようです。そう簡単に

進まない状況がある、そういう観察をしておりました。もちろん、今いろいろと状況を進展さ

せるためのアイデアが出されてはいるようです。ですが、これまで出された内容から大きく外

れた、目新しいものがあるのかというと、それはわかりません。これまで出されたものの新た

な組み替えや組み合わせが、その解決になるのだろうと思います。そして、歴史問題というも

のは、この尹錫悦政権では比較的軽い扱いをされていて、専ら安全保障と経済における日韓関

係・日韓協力に重点が置かれています。もちろんそれに対する分析と批判を加えるということ

も可能でしょう。ですが、日韓関係をこれからいかに展開していくかを考える上では、日韓の

間にトゲのように刺さっている従軍慰安婦問題、日本軍慰安婦問題、そして強制動員の被害者



の問題、こういった歴史的な被害者をどうするかということが、やはりもっとも大事な問題に

なると考えます。それをもう一度洗い直して、考える材料を提供してみたい、それが今日の私

の講義の内容の背景になります。     

 そしてタイトルの「被害・生存者なき時代」ということについてですが、そこにはいろいろ

な意味が含まれています。生存者がいなくなるということで問題が解決することではない、そ

ういうことももちろん入っています。また、生存していらっしゃる被害者たちの心の癒やしや

救済のためにも、当人が亡くなった後の「道筋」がちゃんと見えるようにすることが、生存者

への償いのひとつの方法であり、非常に大事なことになります。その意味で、「被害・生存者

なき時代」というものを控えて、この問題の意味の大きさというものをもう一度強調しておき

たいのです。   

 いわゆる「挺対協」という運動団体が立ち上げられたのが、1990 年の 11 月でした。ですか

ら 2 年前（2020 年）に 30 周年を迎えたことになります。「慰安婦」問題解決のための運動

は、30 年が過ぎてひとつの世代が過ぎた、つまり “ワンジェネレーション” が過ぎたというこ

とです。 

そして、91 年 8 月 14 日に金学順さんの証言が出てきました。最初の生存者の証言から 30 年

が経った、それが昨年度（2021 年）です。今年（2022 年）の 1 月には、いわゆる水曜集会と

いうものが 30 周年を迎えました。そして来年（2023 年）は、河野談話が出されてから 30 年

になります。     

このように次々と 30 周年が続く時期に、生存者が少なくなってきています。自分の意思を

伝えることができる人が、ほんの数名になってしまっているのです。しかし未だ問題は解決し

ていません。この状況で何ができるのか、それを考えておきたいというのが、最初の問題提起

です。もちろん賠償の問題が最も大きな問題ですが、私はそこには政治的な「現実主義」とい

う考え方が必然的に入ってこざるを得ない、そう考えています。    

 国と個人にとって、補償または賠償というのは、金銭的な手段によって現状の回復を試みる

ということです。そして、そのことによって謝罪したということを可視化するのです。問題が

あるということを取り出して、それを問題にならないように常にコントロールしていく、そう

いう意味では、日本で最近流行っている「見える化」という言葉を使うことができるかもしれ

ません。とにかく、誰もが謝罪や原状回復ということが行われたということを実感できるよう

な、そういう措置をとるというのが、「賠償」だと思うのです。    



 国家においては、国家の中の国民が生きていく上で必要なこと、つまり失われた主権を回復

させて人々の安全を保障したり、金銭的に経済を回復させたりするような努力をすることで、

被害は修復可能かもしれません。「主権」とか「経済」といったものは抽象的な概念ですの

で、それが回復されたという認識を持つことも可能なのかもしれません。ですが、個人にとっ

ての失われた時間、またはそこで失われた人生と言うべきもの、そういったものはお金で現状

の回復を試みたとしても、決して修復することはできません。これを個人が行うことは到底不

可能です。そこで、政治的な共同体が介入してそれを担う、その責任を担うことが、国家の役

割になってきます。   

 そして、国と国との間で行われたことによって被害が生じたのであるとするならば、それを

回復するためには、国と国とのやりとりとしての「外交」での具体的な行為、アクションによ

って解決するということが、「道筋が見えてくる」ということになります。それゆえ、そこに

いわゆる政治的な現実主義、つまり「望ましいこと」より「達成可能なこと」とは何かを問

い、そのための「政策」で答えるポリティカル・リアリズムというものが介入してくる契機が

ある、ということになるのです。   

 しかし、やはりこれは他の外交とは違って、現物としての被害者が存在しています。したが

って、仮にリアリズムで回復の過程を展開していくとしても、そこには一定の倫理や道徳が適

用されるべきだというのが、長い時間をかけて国際社会の中で定着してきたことです。そこに

は「被害者中心主義」、「被害者中心の正義」、そして「被害者中心のアプローチ」というも

のが伴わなければなりません。    

 しかし外交で問題を解決するということと、そこで人権を守るということ、こうしたふたつ

の方向性というものがこの問題に入ってくると、これを両立させることはとても難しい。人権

問題としてアプローチすれば外交的解決が難しく、外交問題としてアプローチすれば人権が侵

害される二律背反の状況が作られるためです。しかしこれを分離と排除の関係ではなく、相互

補完の関係にしていくことが非常に重要であり、そこにもうひとつの政治的な責任というもの

が認識されるべきでしょう。  

政治的現実主義の試みる和解政策   

 そのように考えた時、政治的な現実主義というものは何なのでしょうか。国と国との間で、

国際政治において、政治的なリアリズムというものはどのようなものでしょうか。それを考え



るには、やはり体系的にこの話を初めて提唱し、それを国際政治のパワー・ポリティクスの根

幹に据えたハンス・J・モーゲンソーという人の著作に立ち返ってみる必要があります。    

 「慰安婦」問題を解決するための韓日交渉過程と関連したものとしては、モーゲンソーが提

示した政治的現実主義の六つの原則のうち、第 5 及び第 6 の原則が問題となります。モーゲン

ソーは、政治的な行為の道徳的な重要性を考えていないというわけではありません。むしろ道

徳的な立場でものごとを考えてさえいます。ただ政治的な行為の道徳的な重要性は認識しつつ

も、政治的現実主義の原則は、道徳とは区分される領域を規律する原理であるということを確

認しているのです。そしてなおかつ、国際政治においては「法的・道徳的アプローチ」という

ものが実際上においては不完全なものであるということも強調しています。なぜかというと、

国家の道徳というものが世界の道徳にはならない、そういう状況があるからです。つまり、あ

る国における道徳的な、または法的な解決が完全になったものだとしても、それは世界におい

ては部分的なものにしかならず、他の原則と衝突するしかない、そういう現状があるというこ

とです。    

 その上で、政治的現実主義に基づいた問題解決を試みる人々が目標を最大限に達成するため

に用いるべきは外交であって、戦争ではない、モーゲンソーはそう言っています。そしてもし

外交でそれを達成しようとするならば、「十字軍精神」、つまり道徳や倫理を現実の世界に実

在させようとするような精神は捨てるべきだと主張しました。これは最近の国際政治の展開か

らすれば、たとえばネオコンなどに対する非常に大きな批判の根拠にもなると思います。今の

ウクライナ戦争についての考え方にも影響を及ぼすものでしょう。そして、そうしたあり方を

実現するためには、政府というものは世論の指導者であるべきであり、世論の奴隷になっては

ならないということも言っています。こういった政治的なリアリズムという原則から、国とし

ての目標を設定し、達成していく必要がある、それが “Politics Among Nations” という著作の

中で言われていることです。それは平和の条件というものをリアリズムの方向から考えたもの

なのです。ですから、世界で単一の統一された政府というものが不可能な限りにおいては、国

と国との間の政治でもって平和を作っていくしかない、こういう認識の下で考えられたある種

の原理原則だということになります。    

 武井彩佳さんは、ドイツとイスラエルの和解を事例に、そこで行われたドイツの外交という

ものをリアル・ポリティクスによる和解の一定の成功事例として見ています。ドイツは理想主

義との対話を諦めたわけではなく、むしろ常に理想主義との対話を試み続けた結果として、政



治的なリアリズムというものを成功させたのだというのです。ですから実際の政治において

も、そうしたことは過去に可能であったのだと武井さんは評価しています。  

 そして E・H・カーという人は世界史、またはソ連史への貢献も非常に厚い人ですが、その

ような歴史的な眼を持った国際政治学者であった E・H・カーは、政治というものは結局、理

想を実現させるものではなくて、理想と現実の間のバランスをとるものである、と述べていま

す。理想を実現させるということに突っ走った結果、むしろその理想を壊してしまうというこ

とが往々にして起こるのだと。簡単に言えばバランスが大事だということです。そして、理論

と実践の葛藤を媒介に、理論、または理想を主張する知識人と、それを実際に政策として実現

し、何らかの成果として残すために努力する官僚との間の葛藤というものに展開していくの

だ、というのです。こうしたことは政治が展開する過程における必然なのであり、それがさら

に保革間の葛藤や摩擦に見えたり、左右間の葛藤としてあらわれたりしてくる、ということに

なります。こうしたことを最近の日韓関係に適用するならば、2015 年の従軍慰安婦問題に関す

る「日韓合意」というものが思い浮かびます。このいわゆる「日韓合意」というものは、ふた

つの顔を持っています。そこには「理想」があり、しかし理想を完全なものとして具現するこ

とができないという「現実」がありました。  

再び、「被害者中心主義」とは   

 そしてもう一方の「被害者中心主義」、いわゆる人権としての被害者中心主義というものは

何なのかということについてです。これについては、日本ではどうなのかはわかりませんが、

現在韓国はもちろんのこと世界中で、被害者中心主義とは何なのかということが議論されてい

るところです。漢字語や韓国語では被害者中心主義、英語では  victim-centered approach 、

または victim-centered justice という言葉になると思います。それはいったい何なのかという

ことで、いろいろな定義がなされたり、分析や説明が行われたりしているのですが、私が見た

中でもっとも体系的に、総括的に、そして明確にこの内容を説明している言葉は、アメリカの

ある司法判断の中で示された次の言葉だと思います。そこでは被害者中心主義は、「権力関係

を原因として発生する犯罪などにおいて、加害者の処罰を盲目的に追求した場合、その権力関

係の下で生き続けなければならない被害者の事後の回復、または権力関係からの解放がかえっ

て阻害される可能性があるため、被害者の欲求と関心に重点を置いて司法の手続き、及びすべ

ての事件解決の手続きを進めようとする傾向」だとされています。  



 ですから「被害者中心主義など達成できるのか」という方向からの非難、または批判におい

てよく誤解されるように、被害者中心主義というのは被害者が言っていることを何でもかんで

も聞いてあげる、ということではありません。司法の手続き、問題を解決する過程において、

被害者の欲求と関心に重点を置いて、それを重んじる、ということなのです。したがって、被

害者を解決の過程から排除しないということが最も重要です。そして、それが追求する目標と

いうものは、最終的には犯罪の原因となっている権力関係の解体ということまでも視野に置く

ものだということになります。      

 では、これは具体的にはどのようにして可能なのでしょうか。特に、生存者なき時代におい

てこれが追求できるのか、ということが問題です。被害者が亡くなっている状況で、これはい

かにして実現されるのでしょうか。実際にユダヤ人問題においては、もうすでに状況がこうい

うところにきています。そこで考え出されてきた方法が、 intertextual generative memory と

いうものでした。英語で読んでも理解できそうでできない、非常に難しい言葉ですが、私は一

応「相互テキスト的に生成される記憶」と訳してみました。お互いに絡まっているいろいろな

テキストを使って、新しく作られる記憶、ということができるでしょうか。記憶というのは非

常に断片的なものであったり、部分的なものであったりします。それゆえ、それらを繋ぎ合わ

せて、全体的な記憶としてもう一度生成する必要がある、ということでしょう。そういったも

のが中心となるような、そういったものが作られるような状況を作ること、これが被害者中心

主義だと考えます。  

 では、それを実現するためには何が必要になるでしょうか。たとえば、これをホロコースト

の場合で考えるなら、ホロコースト、または被害の記憶に関わる現在と未来の人々の中で、た

とえ小さなことでも意味のある繋がりが作られるように、文学、写真、哲学とともに、記念館

訪問の経験などを生産的に合流させること、そのようなことではないかと考えます。現実的に

は、博物館や研究施設や展示施設などを一堂に、ひとつに合わせたもの、そのような空間を作

り、そこで記憶に関わる時間を体験する。そうしたものを作るということが必要なのではない

かと、私は理解しました。    

再び、「政治的責任」とは   

 ではもう一度、「政治的責任」というものは何なのかということを考えてみたいと思いま

す。これはアイリス・マリオン・ヤングという人の本を読んで私が理解したことですが、彼女

の提唱する「社会的連結モデル」というものが非常に重要です。これまで「加害」と「責任」



ということについては、いろいろな考え方が提示されてきましたが、アイリス・マリオン・ヤ

ングという人はアーレントの業績の上に立ちながらも、アーレントの足りないところを突くこ

とができていると私は考えます。アーレントが言っているように、国家の犯した犯罪につい

て、誰か一人に責任をなすりつけるということは不可能だし、意味がありません。したがって

倫理的な立場においては、みなが同時にそれについて深い罪の意識を考える必要があり、そう

ならない限り加害の歴史を絶つことはできない、そうした意識のもとでアイヒマンについてな

どのアーレントの叙述が出てきています。ですがヤングによれば、被害者中心主義が被害者な

き時代の政治的責任になるのは「みんなが有罪だから」ということではなくて、国家が犯した

罪の償いの問題が世界の秩序に関することだからだ、ということなのです。世界の秩序が個人

を離れて、政治的な共同体を媒介として、時間を遡ったり未来志向的に繋がったりするからな

のだと、そのように彼女はアーレントの議論をもう一度膨らませました。責任を認識すること

が公的かつ集団的に行われる行為であるという点において、被害者中心主義が被害者なき時代

の政治的責任として位置づけられることになります。  

 そこで大事なのが「社会的連結」ということを考える必要です。ヤングは、いわゆる法的責

任、またはそこから派生して道徳的な責任を追及するということは、過去志向的なことであ

り、その加害者を隔離・分離させることによってむしろ責任意識を薄めるという結果に繋がる

可能性がある、と言っています。つまり加害者を隔離しない、加害者に対する処罰だけに終わ

らせないということを追求しているのです。そういった意味では、非常に矛盾するかもしれま

せんが、「加害者を受け入れる」と、言うとおかしいのですが、どう言うべきでしょうか、

「加害者とともに」ということも少しちがうかもしれませんけれども、とにかく加害者を相手

側のほうに追いやらないという、そういう方法がどのようなものかを考えないといけない、と

いうことなのです。過去志向的な法的責任の追及とは異なり、政治的な責任を付与する主な目

的は未来志向的なものです。責任というものは、本質的に共有され、政治的集団行動によって

のみ免除される、つまり、全体が責任を共有し、政治的な行動が必要だということをみなが認

識するようになるということによって、その責任を果たすということが可能なのだ、というこ

とになると思います。 被害者中心主義を社会的連結の中で具現すべき原則であるとするなら

ば、その責任は、社会的連結が意識される政治的共同体が持続する限り、被害者の生存の有無

に関係なく追求されるべき未来志向的な課題となるのです。  

 

 



 「和解の国際政治」と被害者中心主義   

 つぎに、国際政治、外交上における問題があります。もちろん外交の場とは違う社会的ない

ろいろな領域で「責任」というものが考えられるべきです。それを前提として認めながらも、

2015 年の合意というのも結局は「外交」の結果として出されたものであり、それを否定すると

いうことも、外交というものをどのように考えるかということにつながっていきます。国際政

治において「和解」というものは何なのか、それを少し考えてみる必要があると思うのです。  

  国際政治学、または国際関係論というものには、大きく 4 つの考え方があり、「和解」に

ついても四つのアプローチがあります。ひとつは、先ほども述べたモーゲンソーから発展して

きたリアリズムのアプローチです。そこでは和解は、国益（特に安全保障上の利益）の調整と

共有によって可能となると考えられます。そして、それに対抗するようなかたちで、リベラリ

ズム、またはインスティテューショナリズム（制度主義）という考え方があります。制度主義

的アプローチでは、和解は安定した平和を創出するための協力の中で実現が可能だというもの

になります。そして三つ目は「構成主義的なアプローチ」ですが、そこではアイデンティティ

の変化を通じた相互認識の浸透の中で和解が可能であると考えられています。そして最後に、

加害者の処罰と被害者の容赦による懲罰と回復によって和解が可能だとする「正義論的アプロ

ーチ」があります。問題を解決して、次の段階に進んでいくのだという、そういう考え方で

す。   

 こうした四つのアプローチがある中で、では被害者というものはその中でどのように位置付

けられているのか、それを考えてみる必要があります。リアリズムのアプローチでは、そのア

クター、国際政治を展開する主体というものは、基本的には国家ということになります。そこ

では被害者の領域は非常に小さくなっており、被害者を支援する社会、つまり市民社会の出番

も同様に非常に小さいものとなります。たとえば、日韓関係において、このリアリズムのアプ

ローチから出されたものとして理解できるのは 1965 年の日韓基本条約です。2015 年の合意も

こういったアプローチの結果でしょう。  

 それに対して、多様なアクターが参加して、そこでインスティテューションを作っていく、

そういう主体たちのゲームとか取引だとか、合意だとか、こういったものによって制度が作ら

れていくと考える制度主義のアプローチから見ると、特に民主化後の韓国の市民社会が歴史的

な被害者の問題を解決する必要があるという声をアクターとして大きく出したことによって、

この問題が違う段階に差し掛かった、と言うことができるでしょう。ですから、93 年から日本



側から出されたいろいろな歴史認識上の重要な文章、文書は、このアプローチの結果です。た

とえば河野談話だとか村山談話だとか、それらを引き継いだ金大中・小渕共同宣言、日朝・朝

日共同宣言、そして菅直人談話に至るまで、こういったものは制度主義的なアプローチの結果

なのです。もちろんそこには韓国や日本側の国益をどうするかという考えが入ってきてもいる

のですが、主には制度主義的なアプローチから見ることができます。  

 構成主義的なアプローチでは、被害者のアイデンティティを加害・被害の両国が共有する過

程で、被害者中心主義がより重要な価値になってきます。けれども、これはまだ日本や韓国の

中では起こっていないものではないでしょうか。両国の市民社会の中ではある程度そういった

ことが起きているとは思いますが、それが国のアイデンティティというところにまでは到達し

ていないようです。到達どころか始まりもまだ見えてこないような、憂鬱な状況です。  

 そして被害者中心主義というものが完全に、そして全面に出てくるのは、やはり正義論的な

アプローチにおいてです。そこで初めて被害者中心主義は実現されるべき核心価値になりま

す。ですが、やはりこれも今のところは非常に難しい状況であると言わざるを得ません。です

から国際関係論のいろいろな理論から見ても、リアリズムのアプローチが行われて、制度主義

的なアプローチによってそれが補完されているというのが、今の現実であるということになり

ます。そしてこれからこういった状況をここで終わらせるのではなくて、構成主義的な、そし

て正義論的なアプローチまで引っ張っていくことが必要です。それがもうひとつの政治的な責

任かもしれません。    

韓日関係における被害者中心主義    

 ここに集まっていらっしゃる人はある程度は知っていることだと思いますが、韓日関係、特

に韓国側から日本に対する外交を行う上で、被害者中心主義というものが重要な概念として出

てくるのは、2015 年の合意を批判する根拠としてです。もちろんこれは、この時初めて韓国側

から突如として出てきたものではありません。2000 年あたりから韓国の中で、特にいわゆる韓

国語では運動圏と言いますが、市民運動やいろいろな労働運動、学生運動、こういった運動を

展開する側において、その中で起こった性暴力やセクシュアルハラスメントというものを処理

していく過程で出てきたものです。人権に敏感なところで起きたことだったため、それが大き

く取り上げられて、韓国の中で大きな議論になりました。ですからある意味では、10 年以上の

被害者中心主義的な考え方の歴史が韓国の中にはあったということになります。そうしたもの

が韓国社会の中に広がっていた中で 2015 年の合意が出たので、この内容には非常に問題があ



るという認識が大きく出てきて、交渉の過程と合意の内容において被害者が排除されていると

いう問題提起が行われました。それは 19 年の 12 月 27 日に出された韓国の憲法裁判所の判断

です。2015 年合意に対する韓国の検証タスクフォース（慰安婦合意検討タスクフォース）の報

告書が 17 年に出されますが、その 2 年後でのことです。これは被害者中心主義の見地から見

て合意には問題があるということを明文化したものであり、そこから韓国は被害者中心主義を

外交原則として取るようになりました。  

 そして、その被害者中心主義に対する非難というものが（私はこれはほとんど非難だったと

思います）、被害者中心主義という見地に立つと問題は解決できないですよという、脅しのよ

うなものが、日本側から出されました。その中では、「被害者中心主義」があたかも文在寅と

いう個人の傾向・趣向であるかのような論じられ方がなされていたのですが、そうした非難に

対抗する形で、「被害者中心主義」は国際社会の大原則であると文在寅大統領が反応しまし

た。それが 2020 年の 2 月です。   

 国際社会の実際のところはどうなのでしょうか。国連においては、被害者人権宣言というも

のがもうすでに 1985 年に出されています。むしろ、韓国で 2000 年代にようやくこういったこ

とが一般的になったのが遅すぎたのだというほどに、国際社会の中では被害者中心主義という

ものは問題を見つめるひとつの重要なパースペクティブになっていたということが事実です。

したがって、文在寅大統領のこうした言及というものは的を射た、もっともまともな反応であ

ったと思います。ところが日本政府は、これは外務省の幹部の言葉ですが、慰安婦問題などで

被害者中心主義を掲げている限り文在寅政府とは関係改善の糸口すら見出せないと発言し、被

害者中心主義を全面的に否定しました。そして私が聞く限りにおいては、今の韓国の尹錫悦政

府では被害者中心主義についてまったく言及しておりません。 

「2015 年合意」の再検討   

 では 2015 年合意というものは、今はどうなのか。従軍慰安婦、日本軍慰安婦問題の解決を

考える上では、否が応でもこの 2015 年の合意というものを考えなければなりません。それを

どうするかということが、ひとつの出発点にならざるを得ないのです。それを避けて考えるの

はその問題に正面から取り組まないことだと、私は思います。その合意というのは今どういう

状況にあるのか、それを考える必要があるのです。  



 韓国側で国家的な権威を持っている組織として検証タスクフォースが出した報告書、これは

2017 年の 12 月に出された報告書ですが、ここでは、日本政府の責任の認定、総理の謝罪と反

省の表現、予算措置の実施という三点においては進展があったとされています。しかし平和の

少女像、国際社会での批判の自制、最終的かつ不可逆的解決という問題、この三つの問題につ

いては被害者中心主義に違反しており、これは問題だという結論でした。韓国の大統領府、青

瓦台やその行政の長である李洛淵総理、そしてまたは外交部なども、この結論に沿った形で

2015 年合意というものに対する理解をしています。文在寅さんは、ここは私は重要なところだ

と思いますが、政府間合意であることは事実だが、事実であるにも関わらず、被害者中心主義

を実現した解決とは言えない、という発言をしています。ですから政府間の合意だということ

を認めた上での問題提起でした。あたかも 2021 年に従軍慰安婦問題に対する新しい判決が出

てきてから態度を変えて、そこで初めて合意を認めたという風な認識を韓国の内部でも、また

は日本でもしていますが、実はそうではありません。文在寅大統領は、このタスクフォース報

告書が出た直後からこれは政府間合意だということは一応認めてはいるのです。それは仕方が

ない事実だけれども、被害者中心主義ということから考えたら、それはまったく足りないもの

だという認識なのです。覚えていらっしゃる方がおられるかもしれませんが、2018 年の年頭に

被害者の方々と青瓦台で食事会を開いて意見を聞くという機会を文在寅大統領が作っていま

す。そういう行動をしたその日に、当時は入院をされていたキム・ボクトン・ハルモニを訪問

して、その両手を握りしめながら、これは政府間合意になっているため非常に難しく大変なこ

とですが、しかし被害者中心主義を実現してこの問題を解決したい、と言っています。ですか

ら文在寅政権としては、合意というものはたしかに存在しており、それを破棄したり再交渉を

要求したりするということはちょっと難しくなっているが、しかし問題はあるのだということ

で、日本側からまずそうした問題を解決するための行動をとって、なんらかの補完をするとい

うことであれば、それを待ってみようという、そういう「待ち」の姿勢だったのです。 

 一方でこういう姿勢は、朴槿恵大統領を弾劾に追い込み、文在寅政府を作る上で非常に大き

な役割をした市民社会から見ると、はなはだ不十分なことでありました。特に挺対協や当時の

正義記憶財団は非常に不満をつのらせていて、問題があるという認識でしたから、ただちに和

解・治癒財団を解散して 10 億円も返還し、合意の破棄と無効化を宣言すべきだと要求してい

ました。そういう状況で文在寅大統領は、この問題について、対日外交の重要性ということを

念頭に置きながら苦渋の選択を行っていた、ということが理解できます。  



 では国際社会のほうでは、どのような反応だったのか。合意に対してはいろいろと批判はあ

りました。国連の拷問防止委員会や女性差別撤廃委員会でも声明を出して、被害者中心主義に

反する内容があることを指摘し、問題があるという点は強調しています。しかし一方で合意は

合意だという、そうした考えもあったようです。ですから被害者中心主義を反映するように合

意を revise 「改正」するべきだということであって、破棄や無効化を宣言するということで

はありませんでした。そこに書かれているのは、while welcoming the agreement 「合意は歓迎

しながらも(拷問禁止委員会)」という言葉だったり、in the implementation of the bilateral 

agreement「両者の合意を履行するにおいて(女性差別撤廃委員会)」、そういう言葉になってい

ます。ですから、そういった国際社会の認識もあるということをひとつの前提として踏まえる

必要もあるでしょう。    

 そして、被害者中心主義を反映すべきだという国際社会からの要求を実現させるためには、

いろいろな前提が必要ではあるのですが、和解・治癒財団を継承する新財団を設立し、10 億円

の残余のお金を使って記憶継承のための事業を実施すること、それが現実的な解決案ではない

かと考えます。その事業というものが、先程の intertextual generative memory というものを作

ることです。これから長期に渡って、被害者が亡くなるということを念頭に置きながらも、被

害者中心主義を具現するひとつの方法を考えていく必要があるのです。これが合意とそれを取

り巻くさまざまな状況から考えて、やるべき行動であると私は思います。     

解決の出発点としての 2015 年合意   

 解決の出発点として 2015 年の合意があると、私は先ほど申し上げました。私の見解からす

ると、この合意は今ほとんど死文化されています。それは韓国側の責任だというのが日本側の

批判です。しかしこの合意の文章に立って考えると、日本政府の合意履行がなされていないこ

とが今の状況の問題の根源です。日本は「10 億円払ったじゃないか」と言いますが、それはこ

の合意の基本精神、または合意が言っている文章の中の行動ではない、というのが私の理解で

す。なぜかというと、文政府が日本側に要請したいわゆる「行動」、日本政府に要請した行動

というのは、「事実を認めた上での心を尽くした謝罪と再発防止の約束」でした。その行動を

「待つ」ということだったのです。これこそが合意の基本精神であって、これを行うのだとい

うことが合意の文章の中に書かれているのです。当然それは追加措置ではなくて、合意を全う

するための必要措置であるということなのです。ですから合意に沿ったそうした行動をしない



日本を相手としては、この合意は履行できない、全うできないというのが、ここからわかると

思います。   

 「最終的かつ不可逆的解決」ということも非常に問題です。その前後の文章を合わせて読む

必要がありますが、これは日本による措置が行われることを前提に「問題が最終的かつ不可逆

的に解決されること を確認する」となっております。ここでいう日本による措置には 10 億円

の提供を含め、それによって行われる「元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やし

のための事業」までを含めるものなので、そうした事業を着実に進めることが「解決されるこ

とを確認する」前提になっているのです。ですから、最終的かつ不可逆的な解決がされるとい

うくだりは、2015 年合意がロードマップの合意としてあるということを逆に言っているのだ

と、私は理解します。合意文の文章をよく読んでみると、10 億円の提供だけでは日本の行動と

しては足りず、2015 年の合意に沿うよう日本の行動が補われる必要があり、それを前提に次に

進めることが可能となる、というのが現状なのです。これと比較して 65 年の請求権協定を見

てみると、そこにおいては、請求権問題が「解決されたこととなることを確認する」という表

現になっていて、文章が少し違います。ですからこの 2015 年合意というものは、解決の時点

を合意の時点では確定できない「未来のいつか」に設定しており、なお、この合意は 文書（ぶ

んしょ）にもなっていないものなので、これから「合意の文書」を作るためのロードマップと

して 2015 年の口頭の合意が存在するのだと、私は主張しています。   

 日本側の対応にもそういう認識が見えます。検証タスクフォースの報告書が出されてから間

もない頃の 2018 年の 1 月 8 日、韓国外交部がこれに対する後続措置をとるという行動に出て

からの日本側の反応ですが、韓国側のこういった動きに対する日本側の行動はいかなるものか

ということを聞かれて河野外相が話した言葉が、「我々も履行するし、韓国側にも履行を要

求」ということでした。ここではちゃんと日本側も「我々も履行する」ということを言ってい

るのです。ところがその後、あたかも日本はもうやることはないというような態度に変わって

きています。これはやはり日本側の戦略なのでしょう。しかし、これは合意に則った行動では

ないと私は思います。ですから日本側が必要措置を取らない限り合意は最終的には死文化する

のであり、その責任は日本側にあります。それが、このいわゆる合意の文章からも見てとれる

ことです。    

 

 



心のこもった謝罪（진정한 사죄）とは   

 こういう風にお話をしますと、「ではいつまで謝罪していかなければならないのか」と、そ

ういうことを日本側から言われます。「心のこもった謝罪とは一体どういうものですか？」と

言われることもあります。しかし私は、私たちに聞かなくても、日本側、日本人は既にそうい

ったものを十分に知っているのではないかという気がします。それはすでに、日本の国内では

定着しているものなのです。その一つの例を、日本の大衆ドラマを例に見てみます。そして次

に日米間に行われた謝罪、和解というものを見てみたいと思います。  

 まず 79 年に最初に放映されて、日本の国民的なドラマになった『3 年 B 組金八先生』から

取ってきてみました。    

  

学生：（前略）先生は先生の責任で答えるべきです。 

金八先生：では、その前にきまりをつけておこう。オカムラの言うとおり、授業を放棄

したことは本当に申しわけないことだと思っています。先生、謝ります。どうもごめん

なさい。いやでも、日本は法治国家だからね。ごめんなさいで済むんだったら警察はい

らないのだから。なんか悪いことをしたら何らかの形で償わなくちゃいけない。だから

今からそれをやる。【映像終了】 

  

 償いのやり方、というのは少しおかしいかもしれません。けれども、とにかくそういった

「償い」をしなければならないということを金八先生が言っています。これは当時の流行語だ

ったのでしょうか？ 「日本は法治国家だからね、ごめんなさいで済むんだったら警察はいらな

いんだ」というのは。「償い」というのは、個人的にごめんなさいということだけでは終わら

ない。公的に、公に認められた何らかの形でそれを示さないといけない、そうしたことがここ

では示されています。それがこの僅か 1 分強ですか、2 分にもならない、1 分 10 秒ほどのこの

時間の流れの中に、全部詰められているのです。事実の率直な認定、反省と謝罪の直接的な表

現、そして原状復旧のための法的救済の約束、そして即時の行動という風に、流れるようにワ

ンセットになって示されています。これが途切れ途切れになって別々な行動になってしまって

は意味が伝わりません。「償い」ということは一連のこういった段階的な流れになっている必

要がある、それを端的に表現している場面だと思います。    



 もうひとつ見てみましょう。今度は、オバマさんと安倍さんが日米を行ったり来たりしなが

ら、いわゆる「日米間の和解」というものを進めた時のものです。そして同盟が強力なものに

なったということを示しています。まずこちらから見てみましょうか。    

  

 オバマ：Why do we come to this place, to Hiroshima?  

 （なぜ私どもはこの地を訪ずれるのか。広島という地に。） 

 

 オバマ：We come to ponder a terrible force unleashed in a not-so-distant past. We 

come to mourn the dead, including over 100,000 Japanese men, women and children, 

thousands of Koreans and a dozen Americans held prisoner. 

 （私たちはそう遠くない過去に解き放たれた恐ろしい力に思いをいたすために来まし

た。10 万人以上もの日本の男性、女性、子どもたち、何千人ものの韓国・朝鮮の人々、

そして 12 人のアメリカ人捕虜の死を悼むためにまいりました。） 

 

 オバマ：Their souls speak to us. (…) Someday the voices of the hibakusha will no 

longer be with us to bear witness. But the memory of the morning of August 6th, 1945 

must never fade.  

 （彼らの魂は私たちに語り掛けます。(中略) そしていつの日にか、証人としての被爆

者の声を聞くことがかなわなくなる日が来ます。しかし、1945 年 8 月 6 日の朝の記憶が

薄れることがあってはなりません。） 

 

 次は、それに対して、安倍前首相が今度はハワイを訪れた時の行動を見てみてください。演

説を終えた安倍さんが老米兵の前で跪いて何かを話しています。 

 先の映像で確認できるように、オバマ大統領は、戦争を仕掛けた加害者は日本であったにも

かかわらず、原爆被害者がいるということで日本にやって来ました。明確な謝罪の言葉は示さ

なかったとしても、被害者の前に行き、被害者から言葉を聞き、被害者を胸に抱いて、背中を



さする、そういったことで心を慰める、韓国語でオルマンジダ（어루만지다） といいますが、

そういった行動をとりました。  

 それに対して、今度は安倍さんがハワイに行って、米兵の前で跪いて、その話を聞いて、そ

こで言葉を交わすという行動をしたのです。それに対してアメリカのこの老兵は、別に謝罪を

する必要はない、その行動そのものが私たちへの謝罪のメッセージだと、そのように捉えてい

ます。人の前に跪くということが安倍さんはできる人なのです。日本は、安倍さんは、アメリ

カにはこういうことができるのです。   

「謝罪」と「容赦」、そして「和解」   

 次は、「許すということは何なのか」ということについて考えてみたいと思います。非常に

重たく、非常に難しい問題です。私は、簡単に「和解」という言葉は出してはいけない、と思

いますが。まず謝罪と容赦とは何か、許すということは何なのかということについて、ジャッ

ク・デリダという人の言葉を聞いてみましょう。   

  

(容赦の概念について)容赦不可能なものがあるという事実から出発しなければなりませ

ん。事実上それこそ、容赦しなければならない唯一のものではないでしょうか。(中略)

もし、容赦できるように見えること、カトリック教会が「軽微な罪」と呼ぶものしか赦

す心構えができるというのなら、そのとき、容赦の概念は消えてしまうでしょう。も

し、赦さなければならない何かがあるとしたら、それは宗教的言語で人々が大罪と呼ぶ

最悪の、容赦できない犯罪や過誤でしょう。(中略) 従って、容赦は、ただ容赦できない

ことだけにすることです。(ジャック・デリダ『世紀と容赦』)  

  

 これはとても難しいことです。容赦できないものであるから、それに対してするのが容赦だ

ということを言っているのです。容赦できるようなものを容赦するのは、それは容赦ではな

い。仏教にもそれと類似したような考えがあり、もちろんバイブルにもそういった考えがあり

ます。 

 そのような最高のレベルの倫理的な行動としての赦しというものは何なのか。韓国の映画を

例に考えてみたいと思います。韓国語でのタイトルは『ミリャン（밀양）』、英文や日本語で



は『シークレット・サンシャイン』となっている映画です。この映画では「赦すことの難し

さ」が非常に端的に表現されています。皆さんの中にも見たことのある人がいるかもしれませ

ん。私はこれを韓国語で「容赦」ということを表現した最もレベルの高いテキストと評価して

います。ある女性が息子を誘拐され、そしてその息子は殺害されてしまいます。彼女は自分の

息子を殺害した犯人を神の教えに従って赦そうとして面会に行くのですが、面会した犯人の口

から出てきた言葉は、「私は既に神から赦しを得た」という、そういう言葉でした。その場面

を見てみましょう（編集註：ここで、映画『シークレット・サンシャイン』を上映)。    

 この後、彼女はものすごい混乱に陥ります。そして教会の集会で、牧師が赦すということの

難しさについて語っているところで、その言葉を遮ってこう言います。  

  

赦しなさいって？ どうやって？ 赦そうとしても私にはできない。あいつはもう神様か

ら赦しを受けたって……、そして心の平和を得たというのよ。(中略) 既に赦しを受けた

というのに、私がどうやってまた赦すことができるの？ 私があいつを赦す前に、どうし

て神様が私より先に赦すことができるの？  

  

 この映画のメッセージはわかりそうでわかりづらいところがあるのですが、傷を癒やすとい

うことがどういうことかについて、最後に若干のヒントが出てきます。とにかく謝罪と容赦と

いうことの難しさの背景には、「和解ということの不可能性」というものがあります。そう簡

単に「和解」を言ってはいけないということです。「和解」を高い見地から、道徳的な見地か

ら進めるということは、ある意味では暴力であるということ、私はこの映画のメッセージをそ

う受け取ります。  

 そしてもうひとつだけ見てみたいと思います。これは “The Reader” 、日本語では『朗読

者』となっていて、映画のタイトルが『愛を読むひと』となっています。その最後のところで

す。  

 作中のマイケルという男性には、幼い時に恋愛関係にあった女性がいるのですが、ハンナと

いうこのドイツ人女性は、かつてユダヤ人虐殺に関わったという前歴を持っていたため、裁か

れて終身刑を受けることになります。彼女は囚人として生きていく中で自分の罪というものを

理解していくようになり、監獄の中で働いてお金を貯めて、それを何とか謝罪の証として被害



者に与えてほしいとマイケルに託すのです。彼女は模範囚として出所する直前に亡くなってし

まうのですが、あまり映画の内容を話してしまうともったいないかもしれません。そういう状

況で、マイケルはユダヤ人団体に行って、その女性の思いを伝えながらお金を渡そうとする、

そういう場面です（編集註：ここで映画『愛を読むひと』を上映）。    

 マイケルが渡したハンナからのお金を、被害者の娘は受け取らない。もちろんこの人自身も

小さい時に収容所に入れられて苦労した人です。そのお金は受け取らないで、かわりにブリキ

缶だけを受け取って家族写真の前に置くことで、この場面は終わります。お金は受け取らな

い。お金を渡されてそれを受け取ることは、ハンナを赦すことになる。免罪するということに

なる。だからそれはできない。けれど I will keep this 、このブリキ缶は私がもらいますと言っ

て、それを家族写真の前に置く。これがひとつの行動なのですね。これが「和解」かどうかは

わかりません。けれど、intertextual generative memory ということのひとつのヒントとして、

私はこの場面を見ました。時間があれば、皆さん、この『ミリャン(シークレット・サンシャイ

ン)』、『The Reader(愛を読むひと)』、こういった映画を見てください。または他の映画も。

いろいろな表現の仕方があります。「和解」というものを現実的にどう形にするのか、それは

非常に難しい問題です。今日の私の話も発言もひとつの提案ではありますが、それが正解だと

いうことを言っているものではありません。みなさんと議論をしてみたいということで提示し

たものです。以上です。ありがとうございました。 
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